
この印刷物は、大豆油インクを使用しています。
区議会だよりは、年４回（２月・６月・９月・11月）開かれる定例会での
議案の審査結果、一般質問の要旨等をお知らせしています。

お
も
な
内
容

平成27年第二回定例会

議
長
・
副
議
長
、各
委
員
会
の
委
員
を
選
任

新
し
い
議
会
の

構
成
決
ま
る

６
月
８
日
（
月
）
本
会
議
（
会
期
の
決
定
）

　
　

12
日
（
金
）
本
会
議
（
議
長
・
副
議
長
選
挙
）

　
　

15
日
（
月
）
議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　

本
会
議

　
　
　
　
　
　
　

（
所
信
表
明
、
議
案
上
程
等
）

　
　

16
日
（
火
）
本
会
議
（
一
般
質
問
）

　
　

17
日
（
水
）
本
会
議
（
一
般
質
問
）

　
　

18
日
（
木
）
本
会
議
（
一
般
質
問
）

　
　

19
日
（
金
）
常
任
委
員
会
（
５
委
員
会
）

　
　

22
日
（
月
）
特
別
委
員
会
（
４
委
員
会
）

　
　

23
日
（
火
）
特
別
委
員
会
（
１
委
員
会
）

　
　
　
　
　
　
　

常
任
委
員
会
（
５
委
員
会
）

　
　

25
日
（
木
）
常
任
委
員
会
（
５
委
員
会
）

　
　
　
　
　
　
　

特
別
委
員
会
（
４
委
員
会
）

　
　

29
日
（
月
）
議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　

本
会
議
（
議
決
）

　

平
成
27
年
第
二
回
定
例
会
は
、
６
月
８
日
か
ら
29
日
ま
で
の
22

日
間
の
会
期
で
開
催
し
ま
し
た
。
こ
の
定
例
会
は
、
４
月
26
日
に

行
わ
れ
た
区
議
会
議
員
選
挙
で
選
ば
れ
た
※第

18
期
の
議
員
に
よ
る

初
め
て
の
議
会
で
、
今
後
の
議
会
構
成
等
を
決
め
る
議
会
で
も
あ

り
ま
し
た
。

　

６
月
12
日
に
議
長
、
副
議
長
の
選
挙
を
行
い
、
議
長
に
か
し
わ

ざ
き
強
議
員
、
副
議
長
に
内
田
ひ
ろ
の
り
議
員
を
そ
れ
ぞ
れ
選
出

し
ま
し
た
。
新
議
長
の
も
と
常
任
、
議
会
運
営
、
特
別
の
各
委
員

会
の
委
員
の
選
任
を
行
い
ま
し
た
。

　

６
月
15
日
に
区
長
か
ら
、
「
区
政
改
革
の
推
進
」
「
子
育
て
施

策
」
「
高
齢
者
施
策
」
「
障
害
者
施
策
」
な
ど
に
つ
い
て
の
所
信

表
明
が
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
て
12
名
の
議
員
が
一
般
質
問
を
行
い

ま
し
た
。

　

議
案
と
し
て
区
長
か
ら
、
「
練
馬
区
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
」
「
練
馬
区
立
児
童
館
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
」
「
練
馬
区
ね
り
っ
こ
ク
ラ
ブ
条
例
」
な
ど
32
議
案
が

提
出
さ
れ
ま
し
た
。
議
員
か
ら
は
、
「
外
国
人
の
人
権
が
十
分
尊

重
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
意
見
書
」
な
ど
９
議
案
が
提
出
さ
れ
ま

し
た
。
ま
た
、
委
員
会
か
ら
、
「
地
域
医
療
構
想
の
策
定
に
関
す

る
意
見
書
」
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

審
議
の
結
果
、
区
長
提
出
32
議
案
、
議
員
提
出
８
議
案
お
よ
び

委
員
会
提
出
１
議
案
を
原
案
ど
お
り
可
決
、
議
員
提
出
１
議
案
を

否
決
し
ま
し
た
。

　

皆
様
か
ら
提
出
さ
れ
た
陳
情
は
、
１
件
を
不
採
択
と
し
ま
し
た
。

４月４日リニューアルオープンした美術の森緑地（貫井１－36－16）

ー
定 

例 

会 

の 

概 

要

ー
１　政治家（候補予定者含む）は、選挙区内で一切お金や物品を贈ってはなりません。
　※祭り、年末警戒、忘年会、旅行、お歳暮、学校行事等（開催通知に会費の金額が明記され
ている場合は除く）

２　有権者（実行委員会、各種団体等）が、政治家に対して寄付を求めてはなりません。（開催
通知に会費の金額が明記されている場合は除く）

３　時候のあいさつ状（答礼のための自筆によるものは除く）を出すことも禁止されています。
区民の皆様のご理解をお願いいたします。

●一般質問（要旨）……………………………… ２面
●議決した議案…………………………………… ５面
●結果のでた陳情・意見書……………………… ５面
●区議会議員名簿………………………………… ６面
●意見書・要請書………………………………… ６面
●区議会の構成（常任委員会）………………… ７面
●区議会の構成（特別委員会等）……………… ７面
●第18期区議会議員の紹介 …………………… ８面

政治家の寄付行為は法律で禁止されています

副
議
長

　
内
田
ひ
ろ
の
り

議
　
長

　
か
し
わ
ざ
き
強

会議の開催状況

※
第
18
期
練
馬
区
議
会
議
員
の
任
期
は
平
成
27
年
５
月
30
日
か
ら
平
成
31
年
５
月
29
日
で
す
。
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